
上用賀公園拡張事業 実施方針に関する個別対話の内容

No. 議題 資料名 項 確認したい内容 回答

1
統括管理業務につ
いて

実施方針 4
今回の改定で運営業務に含まれる「統括管理業
務」が貴区との直接契約となりましたが、その意図
をご教示ください。

素案の段階では統括管理業務、指定管理に係る
協定を含めて「維持管理・運営業務委託契約」とし
ていましたが、区の他事例との整合性の観点か
ら、施設完成後の維持管理・運営業務を「指定管
理に係る協定」として整理しました。
統括管理業務について前提として区では施設完
成前の業務を指定管理協定の中に含めることはし
ていません。統括管理業務は事業期間を通じたマ
ネジメント業務であるため、施設完成前の設計・工
事に係る統括管理業務は「指定管理に係る協定」
から除外し、別途委託契約としました。

2 契約方法 実施方針 4
設計・建設グループとして契約をするのではなく、
設計／建設／監理をそれぞれ分けて契約締結し
ていただけませんでしょうか？

適切な契約形態を検討してまいります。

3 事業方式について 実施方針 4

新契約スキームにあたっては、運営業務の統括管
理業務のみ「統括管理業務委託契約」で締結し、
それ以外の運営業務や維持管理業務等は「指定
管理に係る協定に含まれるという認識でよろしい
でしょうか。」

素案の段階では統括管理業務、指定管理に係る
協定を含めて「維持管理・運営業務委託契約」とし
ていましたが、区の他事例との整合性の観点か
ら、施設完成後の維持管理・運営業務を「指定管
理に係る協定」として整理しました。
統括管理業務について前提として区では施設完
成前の業務を指定管理協定の中に含めることはし
ていません。統括管理業務は事業期間を通じたマ
ネジメント業務であるため、施設完成前の設計・工
事に係る統括管理業務は「指定管理に係る協定」
から除外、別途委託契約としました。
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上用賀公園拡張事業 実施方針に関する個別対話の内容

No. 議題 資料名 項 確認したい内容 回答

4
応募グループ・民
間収益施設（付帯
事業）について

実施方針 4

応募グループに付帯事業実施企業を含んでおり
ますが、事業期間が長いため、1つの事業実施企
業で運営を継続することは難しいと考えます。事
業期間途中、事業実施会社を変更できるようにし
ていただきたく、応募グループへの加入は任意と
していただけないでしょうか。また、応募グループ
内の他企業にて付帯事業を実施することを想定
し、社会情勢や利用者ニーズを踏まえ、事業期間
中に付帯事業の内容を変更できるよう転貸を可と
していただけないでしょうか。

実施方針26ページ「6.応募者及び協力企業の変
更」に記載のとおり、付帯事業実施企業も含め、
資格・能力等の面で支障がないと本区が判断した
場合には、追加及び変更を可能としています。転
貸については、法令上抵触する可能性があり、現
在整理中です。詳細な条件は募集要項公表時ま
でに提示します。

5 基本方針 実施方針 5
基本方針の順列が入れ替わりましたが、意図を教
えて下さい。

上用賀公園拡張事業基本計画中の取組方針と整
合性を持たせるために修正しました。安全・安心、
みどり、スポーツの3要素は本事業の核となるもの
であり、いずれかが優先になるというものではあり
ません。

6
民間収益施設の事
業期間終了時の措
置について

実施方針 6

民間収益施設の扱いについて「ただし、施設の性
質や経済合理性を考慮して撤去・原状回復が相
応しくないと認められるときは、事業期間中に本
区、事業者で取り扱いを協議する場合がある。」が
追記となりました。協議する場合の例として、どの
ようなものを想定されていますか。

事業期間終了時に施設の躯体等に問題がなく、
引き続き供用可能なケースを想定しています。

7 事業期間について 実施方針 6

事業期間は実施方針に記載の通り令和33年3月
31日までと明記しているが要求水準書において施
設の引渡し日及び維持管理業務の開始日を早め
ることも可能とされている。世田谷区としての要望
や事業費試算時の前提条件等について伺いた
い。

地域住民等になるべく早く供用することが趣旨で
す。
もっとも、区としても工事品質・安全の確保が第一
であると認識しているため、引き渡し日を早めるこ
とを評価する考えはありません。
また、提案限度額も引き渡しを早めることを前提に
した設定は行わない予定です。

8
資格要件（統括管
理業務）

実施方針 7
統括管理業務は基本協定締結～維持管理・運営
期間までの業務のため、運営業務に限定すべき
でないと考えます。

原案どおりとします。
なお、運営業務を複数の運営企業で実施すること
も可能であり、統括管理業務を、施設供用後の運
営を担う企業以外が履行することを除外するもの
ではありません。
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上用賀公園拡張事業 実施方針に関する個別対話の内容

No. 議題 資料名 項 確認したい内容 回答

9 民間収益施設 実施方針 8
提案施設、民間収益施設について

実施方針にて示した「事業予定地の法的規制条
件」等はいずれも重要な要件であり、優先順位は
ありません。提供していただく情報としては、事業
内容、事業目的、施設面積等の計画を詳細に示し
ていただく必要があります。

10 提案施設について 実施方針 8
提案施設について事業者に期待することについて
お伺いしたい。

事業者独自の創意工夫やアイデア、ノウハウ、技
術力等を発揮することにより公共施設としての役
割を充足することを期待しています。

11 提案施設 実施方針 8

個別対話の回答にて、提案施設の例として、浴室
に併設するサウナと広場に設置する茶室とありま
したが、これらの施設を挙げられた理由等があれ
ばご教示ください。また、そのほかにも想定されて
いる提案施設があれば理由と合わせてご教示くだ
さい。

他の区施設において屋内外それぞれで実績があ
るものを、例示しています。近隣住民の方の要望
が強くあるといった背景はありません。
また、例示したもの以外に具体の想定はありませ
ん。

12 自主事業について 実施方針 8

自主事業とされる具体内容及び使用料について
の確認をしたい。
※要求水準書p117_「c近隣住宅に対しての騒音等
の影響に配慮し、興行等の不特定多数の人々が
集まるイベント等の実施は認めない」との記載に
ついて、区が許容する興行等の規模感、屋内・屋
外等の実施場所等の確認したい。
※大会やイベントなどの誘致提案は不可というこ
とか。

興行については、プロスポーツの試合等を想定し
ています。大会やイベントの誘致を一律で禁止す
る趣旨ではありませんが、本施設は区民向けの施
設であり、区外も含めて人々を呼び込む施設でな
いことを前提にしています。

13
施設の利用形態の
考え方について

実施方針 9

「令和13年度以降を予定している大倉運動公園・
大倉第二運動公園の再整備に伴い、両施設で実
施している公用利用、大会利用枠の一部を本施設
で実施することを想定」とありますが、両施設の体
育館で実施しているものとの理解でよろしいでしょ
うか？また想定されている公用利用、大会等がご
ざいましたらご教示ください。(原文ママ)

お見込みのとおりです。
区や、スポーツ振興財団、各賛助団体で開催して
いる、例えば年に数回など、定例的に行われてい
るスポーツ大会や、イベント、事業などが原則とし
て対象になります。
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上用賀公園拡張事業 実施方針に関する個別対話の内容

No. 議題 資料名 項 確認したい内容 回答

14
施設の利用形態の
考え方について

実施方針 9

「令和13年度以降を予定している大倉運動公園・
大倉第二運動公園の再整備に伴い、両施設で実
施している公用利用、大会利用枠の一部を本施設
で実施することを想定」とありますが、大倉運動公
園の再整備については、本施設の完成状況を鑑
みて行う（両体育館の解体は令和14年3月以降に
実施する）との理解でよろしいでしょうか？(原文マ
マ)

お見込みのとおりです。

15 協議手続き 実施方針 9 協議手続き

個別対話の場で提案内容を明示いただいたのち、
本区内部で確認・調整を行うことを想定していま
す。応募予定者に直接本区関係課との調整を行っ
ていただく意図ではございません。協議プロセス・
フローの詳細は募集要項等公表時に示します。

16
維持管理運営の
サービス対価の改
定について

実施方針 10 使用する想定の指数を教えていただきたい。

設計、工事監理業務については設計業務委託等
技術者単価、建設業務のうち広場部分については
建設工事デフレーター、体育館部分については建
築費指数、維持管理・運営業務については世田谷
区公契約条例に基づく労働報酬下限額を想定し
ています。
なお、指数について公募期間中においても対話を
継続し、優先交渉権者は、指数の変更について特
定事業契約の締結までに区と協議できるものとす
ることを想定しています。

17
事業の金額につい
て

実施方針 10

設計・建設・工事監理業務及び維持管理運営の対
価について、公表されています基本計画にて概算
金額が載っております。
現在は、どのような方向性になっているか伺いた
い。

基本計画に記載の概算金額はZEB等を未計上の
ため、今後設定する提案限度額は基本計画時よ
り増額を予定しています。
体育館建設費については、他自治体の類似構造
の体育館から平米単価を算出する等の方法によ
り算出していますが、直近の事例に基づき算定す
ることで施設整備の総額として240億円程度となる
ことも想定しています。

18 光熱水費について 実施方針 11
公表された質疑回答において、「清算」という回答
と「基準値基づき一定額支払う」を支払うという回
答がありますが、どちらになりますでしょうか。

「基準値に基づく一定額の範囲内で精算する。」が
正です。
基準値以上の使用分は事業者負担、基準値を下
回った場合に区が支払うのは使用分のみです。

19
事業スケジュール
について

実施方針 13

今回の改定で「なお、開園準備業務のうち、「要求
水準書 第6章 第3節 4.上用賀四丁目広場の管
理・運営業務」に関する記載が削除となりました
が、本業務については本事業から削除された理解
でよろしいでしょうか？

お見込みのとおりです。上用賀四丁目広場の管
理・運営業務については、今年度までと同様に区
が直営で委託します。
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上用賀公園拡張事業 実施方針に関する個別対話の内容

No. 議題 資料名 項 確認したい内容 回答

20
施設の引き渡しを
早めることについて

実施方針 13
『事業者の提案により、施設の引き渡し日を早め
ることは可とする』の主旨について

地域住民等になるべく早く供用することが主旨で
す。
もっとも、区としても品質・安全の確保が第一であ
ると認識しているため、引き渡し日を早めることを
評価する考えはありません。

21
事業スケジュール
について

実施方針 13

施工範囲等の工夫により、上用賀四丁目広場を
長期間解放するということについて、
全体の工程や施工方法によって最大限工夫する
として、
可能な限りの期間とは、どの程度の期間が望まし
いなど想定があるか。

地域住民等になるべく早く供用することが趣旨の
ため、具体的な期間の想定はありません。
もっとも、区としても工事品質・安全の確保が第一
であると認識しています。
また、提案限度額も引き渡しを早めることを前提に
した設定は行わない予定です。

22
開園準備期間につ
いて

実施方針 13

事業概算の費用はこれから公表されるか。
また、既存の上用賀公園についての維持管理運
営開始はいつからか
（先行共用部開放から、全体開放から）

事業概算費用は公募時に公表いたしますが、内
訳の細目は現在区ホームページに公表しているも
のと同程度とする想定です。
既開園区域の上用賀公園は拡張計画地開園後も
区が直営で維持管理を行うため、本事業に含めま
せん。

23 評価方法について 実施方針 14 定量評価として評価項目の明示は御座いますか。
募集要項公表の際に、評価項目、配点も含めて優
先交渉者選定基準もあわせて公表します。

24
契約関連スケ
ジュール等

実施方針 15
債務負担行為の設定時期及び設計業務委託契
約・工事請負契約・監理業務委託契約のスケ
ジュールについて

債務負担の設定時期は令和８年第１回定例会に
令和８年度当初予算として提出することを予定し
ています。工事請負契約（設計、監理含む。）の締
結時期は令和８年１２月と想定していますが、適切
な契約形態を検討してまいります。

25
維持管理・運営業
務委託契約につい
て

実施方針 20

本区との契約について、維持管理・運営企業グ
ループと締結とございますが、設計・建設企業グ
ループが統括管理業務の一部（例えば初期投資
期間の統括管理業務）を貴区から受託したい場合
は、維持管理・運営企業グループに入る必要があ
るとの理解でよろしいでしょうか？

維持管理・運営企業から再委託を受けることに
よっても可能です。

26 設計・建設ＪＶ 実施方針 21 ＪＶ組成の方法について 甲型JVに限定しないことを予定しています。
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上用賀公園拡張事業 実施方針に関する個別対話の内容

No. 議題 資料名 項 確認したい内容 回答

27
統括管理業務につ
いて

実施方針 21
統括管理業務とプロジェクトマネジメント業務の認
識について

運営業務を実施する者の参加資格要件は原案ど
おりとします。
なお、運営業務を複数の運営企業で実施すること
も可能であり、統括管理業務を、施設供用後の運
営を担う企業以外が履行することを除外するもの
ではありません。

28 アリーナの定義 実施方針 21
各業務で求められているアリーナ実績のアリーナ
の定義とは何か

バスケットボールコート一面以上の面積を有する
屋内競技場です。観客席の有無は問いません。

29
資格要件（設計監
理業務）

実施方針 22
本区の競争入札参加資格と記載がありますが、業
務内容は問わないという理解でよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。

30
設計業者の入札参
加資格要件につい
て

実施方針 22

設計業務を行う者の参加資格要件について、小規
模な公園の全面改修は認められる一方で、大規
模な公園の部分改修は認められないことになり不
適切と考えます。一定以上の面積であれば部分
改修も可とする等要件を見直していただきたいで
す。

適切な参加資格要件を検討してまいります。

31
資格要件（建設業
務）

実施方針 22

4,000㎡のアリーナの実績として、官庁発注の建築
工事部分の実績はJVとしての実績を有することで
問題ないか。また、一括発注としての案件に限定
せずとも問題ないか

JVとしての実績、一括発注以外の実績も認めま
す。

32 設計・建設JVの代表構成員について実施方針 23

設計・建設企業グループで設計・建設JV を組成す
る場合は代表構成員（当該JVのうち最も出資比率
が大きい者。以下同じ。）となる者が11）の要件を
満たすこと。
と記載があるが、建設工事のJV比率が最も高い
会社が代表構成員となるのか？

JVの形態が甲型JVとなる場合については、お見
込みのとおりです。
なお、乙型JVも可とすることを想定しており、乙型
JVの場合、分担額が最も多い企業が代表企業に
なることを想定しています。
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上用賀公園拡張事業 実施方針に関する個別対話の内容

No. 議題 資料名 項 確認したい内容 回答

33 代表企業について 実施方針 26

代表企業を事業期間中に変更することを想定して
応募する場合、応募時に代表企業名を当初代表
企業と変更予定先の代表企業の二社の連名にす
ることの可否について

責任の所在が不明確となるため不可です。当初の
代表企業において応募し、事業期間中に変更を予
定していることを提案書中で示してください。

34 採点方法について 実施方針 26
PFI事業者選定に関し、審査の方法や採点方法を
ご教示いただけますでしょうか。

価格点と比較して提案点を重視する想定です。審
査は上用賀公園拡張事業事業者選定委員会が行
う予定です。
詳細な優先交渉者選定基準は募集要項とあわせ
て公表します。

35 建物用途について 実施方針 30

建築基準法上の用途および消防法上の防火対象
物の用途は、「観覧場」に該当すると考えてよろし
いでしょうか。事前の協議内容があればご教示く
ださい。

建築基準法上の用途は観覧場と判断しています。
消防法に関しては所轄消防署にご確認ください。

36
債務負担行為につ
いて

実施方針 33
債務負担行為の設定は2025年10月の募集要項
公表後となるのでしょうか。想定されている債務負
担行為の設定時期についてご教示ください。

債務負担の設定時期は令和８年第１回定例会に
令和８年度当初予算案として提出することを予定
しています。

37
リスク分担における
確認

実施方針 34
スライドの指標と実勢価格の乖離が大きい場合の
措置について

現段階では指数による改定のみを想定していま
す。指数以外による改定について、検討いたしま
す。

38 物価変動 実施方針 35
維持管理運営期間までとは「入札公告日～施設
の竣工・引き渡しの日」という認識でよろしいでしょ
うか？

お見込みのとおりです。

39
サービス対価の改
定方法について

実施方針 35
物価変動に伴うサービス対価の改定方法につい
て

現段階では指数による改定のみを想定していま
す。指数以外による改定について、検討いたしま
す。

40
施設整備費につい
て①

実施方針

公園整備費のうち見込まれている、既存樹伐採や
擁壁の撤去等に係る準備工事費と盛土・掘削・残
土処分・擁壁等に係る造成工事費についてどの程
度の割合で費用が想定されているか。

現状公表している以上の内訳は公表対象外で
す。

41
施設整備費につい
て②

実施方針

公園整備費1,241百万円の内訳や項目について知
りたい。
造成工事、設備工事、施設工事などそれぞれどの
ような項目が見込まれているのか。

現状公表している以上の内訳は公表対象外で
す。
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上用賀公園拡張事業 実施方針に関する個別対話の内容

No. 議題 資料名 項 確認したい内容 回答

42
公園の維持管理・
運営費について

実施方針

・運営費（公園）について公園職員の常駐時間は
どのように見込んで積算されているか。
・維持管理費（公園）の36百万について直営の人
件費で見ているのか、業者委託管理での想定な
のか。

区ホームページに公表している維持管理費(公園)
は類似施設の指定管理料から算出した参考値に
なります。
公園職員は開園時間中は常駐していただくことを
想定しています。

43
公園整備費が161
億から240億に変
更になった理由

実施方針 公園整備費の算定根拠をご教授ください。

公園全体の整備費のうち、体育館建設費について
は、他自治体の類似構造の体育館から平米単価
を算出する等の方法により算出していますが、直
近の事例に基づき算定することで施設整備の総
額として240億円程度となることも想定していま
す。

44 建設工事の予算枠 実施方針 26
先日アンケートでいただいた240億の根拠をご説
明ください。

体育館建設費を算定する際に、類似施設の平米
単価を用いています。参照する類似施設を直近の
他自治体での事例に改めたことにより、体育館建
設費が大幅に増額になりました。
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